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（はじめにお読み下さい） 

【開設許可に係る手続きの流れ】 

事前協議 【着工前】 

着工前に、高齢者事業推進課と事前協議を行い、介護老人保健施設の基準等に適合しているか確認 

建築工事着工 

  

開設許可申請 

① 開設許可申請書の作成 

【開設許可希望日（各月１日）の概ね３ヶ月前頃から１ヶ月前頃まで】 

② 書面検査【開設許可希望日の概ね１ヶ月前頃】 

③ 現地確認【開設許可希望日の概ね１５日前】 

開設許可 

 

【開設許可申請について】 

① 開設許可申請書の作成 

・ 開設許可を希望する日（各月 1 日に限ります。）の概ね３ヶ月前頃から、開設許可申請書（素案）一式を

作成のうえ、高齢者事業推進課と調整を行います。 

・ 申請書は、概ね１ヶ月前までには全て整えて申請（電子申請）を行ってください。 

・ 特に従業者数や運営規程に関する部分の書類作成には、時間を要すると思われますのでご注意ください。

（何回か調整を行うことがあります。） 

・ また、開設許可申請手続きは、開設後に施設運営に携わる職員の方が担当していただくようお願いいたし

ます。 

・ なお、開設許可申請手続きとは別に、介護給付費算定のための届出が必要となります。こちらも、おおむ

ね１ヶ月前までに受理されるように、準備をしてください。 

 

 

② 書面検査 

・ 開設許可を希望する日の概ね１ヶ月前頃に、高齢者事業推進課にて書面検査を行います。 

 

・ 職員の配置について、開設許可申請にあたっての職員の配置は、利用定員に対して基準を満たす配置が必

要です。 

 

 

 

○ 申請された開設許可申請書の必要書類が整っているか。 

○ 職員が基準どおりに配置されていることを書面上で確認できるか。 

※ 関係法令（建築基準法、都市計画法、消防法等）に係る各種手続きついては、関係部署に御確

認いただき、開設許可日までに手続きを済ませてください。 

※ 申請書類は、川崎市ホームページ内の各サービス事業所のページに掲載されていますので、ダウン

ロードして使用してください。 
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③ 現地確認 

・ 開設許可を希望する日の概ね１５日前頃に現地確認を実施します。 

・ 検査は、「川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」など介護保険法

関係法令に適合しているかといった観点から実施しますので、この時までに、必要な設備・備品の購入、

搬入、配置を済ませ、施設運営が可能な状態にしてください。 

・ この検査で、基準を満たしていない等の問題が認められた場合には、開設許可日が翌月以降になる場合も

あるので、ご注意ください。 

＜あて先＞ 

川崎市高齢者事業推進課事業者指定係   

TEL 044-200-2633   FAX 044-200-3926 
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指定申請等に係る審査手数料 

川崎市では、介護サービス事業者の新規指定（許可）及び指定（許可）の更新の申請に対する審査につい

て、地方自治法第227 条に基づき、応益負担の観点から、手数料を徴収しています。 

（１）審査手数料の額 

事業の種類 
新規指定 

（許可）申請 

指定（許可） 

更新申請 

居宅介護支援 20,000円 10,000円 

居宅サービス 

（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅

療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、

特定福祉用具販売） 

 

１サービスにつき 

20,000円 

 

１サービスにつき 

10,000円 

（通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護） 30,000円 10,000円 

施設サービス（介護老人福祉施設） 45,000円 25,000円 

施設サービス（介護療養型医療施設） — 25,000円 

施設サービス（介護老人保健施設、介護医療院） 63,000円 25,000円 

介護予防支援（地域包括支援センター設置者のみ） 10,000円 10,000円 

介護予防サービス 

（介護予防訪問サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予

防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防福祉用具貸

与、特定介護予防福祉用具販売） 

 

１サービスにつき 

10,000円 

 

１サービスにつき 

10,000円 

（介護予防通所サービス、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

特定施設入居者生活介護） 
15,000円 10,000円 

(注) 1 みなし指定などについては、手数料納付の必要はありません。 

2 変更届・加算届などについては、手数料の徴収はありません（介護老人保健施設、介護医療院を除 

く）。 

3 介護老人保健施設、介護医療院の一部の変更許可に係る手数料は（３３，０００円）。 

  ４ ユニット型介護老人福祉施設に併設する従来型介護老人福祉施設について、併せて新規又は更新申

請をする場合、手数料を免除します。 

（２）納付方法 

○ 申請時に納付書をお渡ししますので、納付期限日までに銀行等で支払いをしてください。 

○ この手数料は、申請の審査のための手数料であるため、審査の結果、新規指定、指定更新等ができない

場合でも手数料は、返還しません。 

（３）手数料の納付例 

 

 

 

 

 

○介護老人福祉施設及び併設事業所の例 
 
            新規指定       更新申請 
介護老人福祉施設    45,000円    25,000 円 
通所介護        30,000円    10,000 円 
予防通所サービス    15,000円    10,000 円 
居宅介護支援       20,000円    10,000 円 
                   計110,000円   計55,000 円 

○介護老人保健施設及び併設事業所の例 
 
             新規指定    更新申請 
介護老人保健施設     63,000円     25,000 円 
短期入所療養介護     みなし指定   みなし指定 
予防短期入所療養介護   みなし指定   みなし指定 
通所リハビリ       みなし指定   みなし指定 
予防通所リハビリ     みなし指定   みなし指定 
居宅介護支援       20,000円      10,000 円 
                    計83,000円    計35,000 円 


